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【発表概要】 

各社の研究開発の人員規模やキーマンの把握手段として発明者分析が行われて

いる。近年の中国出願件数の著しい伸びから、中国出願でも中国語発明者名分析を

行うことが求められているが、同姓同名や組織の上位者の連名等の影響を受けて中

国出願データから得られる上位発明者データと実際のキーマンとの間に差異が生じる

懸念がある。本稿では中国内の出願件数上位の企業及び大学について、それぞれ中

国語発明者名を含むデータを取得して、各企業・大学の上位発明者ランキング、上位

発明者出願件数分布グラフ及びネットワーク分析ツール Cytoscape を用いて作成し

た共同発明ネットワーク図を作成し、これに基づいて、上位企業及び大学の同姓同名

や組織の上位者の連名の影響を調査した。その結果に基づき中国出願に対する発明

者分析の活用上の課題を明らかにする。本研究は、2013 年度アジア特許情報研究

会のワーキング活動結果として発表する。 
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1. はじめに 
特許動向分析において、発明者に基

づく動向分析（発明者分析１））は分析手

法の一つとして知られている。発明者ラ

ンキング、発明者数推移の他、最近では

発明者の繋がり（共同発明）に基づく、発

明者ネットワーク分析２）も利用されており、

個別企業内のキーマンの把握や、キー

マンを含む開発組織の構造やその組織

内での開発トピックの変化の把握等に有

用な手法である。 
このような発明者分析においては、発

明者名のデータと現実に存在する発明

者との間に差異が少ないことが大切であ

る。日本の特許出願に関して発明者名

データを利用する場合には現実に存在

する発明者との間に顕著な差異は見ら

れないので、上述した発明者分析の利

用には障害が無い。 
 
2. 目的 

近年では中国の特許・実用新案の出

願件数の伸びが著しく、中国出願につ

いても個別企業内のキーマンの把握や、

キーマンを含む開発組織の動向を探る

発明者分析を行うことが望まれている。 
しかしながら、「パテント」誌の 2012 年

№１０に掲載された「中国特許統計デー

タを読む際の留意点３）」には、中国実用

新案出願の個人の上位出願人「王勇」

氏について、その住所データから複数の

同姓同名の存在が確認されている。各

企業の発明者分析においても、このよう

な同姓同名による複数カウントの影響が

考えられる。また、各企業の組織上の上

位者（経営者・役員・部門長等）が実際

の開発状況に反して発明者として連名

記載されていることによる差異の影響も

考えられる。尚、中国特許法では発明者

は日本と同様に発明に主要な貢献をし

た者と定義されているが、これに違反し

た際の無効等の明確な規定は無い。 

中国人発明者名に関して、記載され

た中国語発明者名と現実の発明者との

間の差異について、個別の企業や大学

に関する発明者分析を行う場合の影響

について言及した先行研究は見られな

い。 
本稿では、個別の企業や大学に関す

る発明者分析を行う場合の、中国出願の

中国語発明者名データへの同姓同名や

上位者連名の影響を調査し、その結果

に基づいて中国出願に対する発明者分

析の活用上の課題を明らかにする。 
 
3. 検討手法 

中国出願における発明者名データに

おける同姓同名や上位者連名の影響を

調査するために、本稿では以下の手法

を用いた。 
先ず、中国国内企業については、中

国中央人民政府サイト発表のランキング

データ、中国国内大学については、 中

国教育部科技発展中心発表のランキン

グデータの上位出願人（中国内企業・大

学）１０社について、直近（2010 年以降）

の出願データを㈱発明通信社の

HYPAT-i の中国検索で中国出願人名

指定検索によりダウンロードした。対象の

中国内企業及び大学は以下のとおり、 
企業：中兴通讯、华为技术、鸿富锦精

密、中国石油化工、华三通信技术、友

达光电、比亚迪、大唐移动通信、中芯

国际、英业达 
大学：浙江大学、清华大学、哈尔滨工

业大学、上海交通大学、北京航空航天

大学、东南大学、天津大学、华南理工

复大学、上海大学、 旦大学 
ダウンロードした各出願データには一

人又は複数の発明者名が含まれること

から、分割処理を実施した。 
分割処理を行った発明者名を Excel

のピボットテーブル機能で集計すること

で、各企業・大学の上位発明者ランキン
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グと上位発明者出願件数分布グラフを

作成した。 
更に、上記分割処理を行った発明者

データから共同発明データを作成し、ネ

ットワーク分析ツール Cytoscape４）により

各企業・大学の共同発明ネットワーク図

を作成した。 
作成した上位発明者ランキングのトッ

プ１０発明者について、その発明者の出

願内容を要約に記載された技術内容か

ら確認した。一人の発明者の出願として

は、技術内容が大きく異なる出願が混合

している場合には同姓同名の影響の可

能性有りとする調査を実施した。 
次に、企業及び大学の上位１０社につ

いて上位発明者出願件数分布グラフか

ら、上位の突出した出願件数の発明者

の有無を確認した。突出した出願件数の

発明者が存在する場合には、その技術

分野に関する組織上の上位者の連名の

影響が考えられる。しかしながら、上位

発明者出願件数分布グラフの件数だけ

ではその状況が不明であるため、共同

発明ネットワーク図を参照して、共同発

明の繋がりの状況を確認した。 
一般的に一人の発明者が共同発明を

行うことができるような関係は多くても１０

人程度で数十人というのは考え難い。ま

た、一人の発明者が A,B,C・・・J の１０名

と共同発明を行う場合に、その一人の発

明者とA-Jだけが共同発明を行う関係で、

他の A-J の発明者の間には共同発明が

殆ど無いということは考え難い。このよう

な状況が共同発明ネットワーク図から見

られる場合には上位者による連名の可

能性有りと捉える調査を実施した。 
 
4. 検討結果 

先ず、企業及び大学の上位１０社につ

いて上位発明者ランキングを作成し、各

企業及び大学のトップ１０発明者の出願

内容を要約に記載された技術内容から

確認した。その結果、少なくともトップ１０

の範囲では各発明者の出願技術の内容

に顕著なバラつきは見られず、同姓同名

の影響により出願件数が実際より増加し

ている可能性が考えられるような発明者

は見当たらなかった。 
次に、企業及び大学の上位１０社につ

いて上位発明者出願件数分布グラフを

作成した。その結果、企業では７社（中

兴通讯、鸿富锦精密、中国石油化工、

华三通信技术、比亚迪、中芯国际、英

业达）、大学では７大学（浙江大学、清

华大学、哈尔滨工业大学、北京航空航

天大学、东 复南大学、上海大学、 旦大

学）について、上位に突出した出願件数

の発明者が存在していた。一方、企業で

は３社（华为技术、友达光电、大唐移动
通信）、大学では３大学（上海交通大学、

天津大学、华南理工大学）については

突出した出願件数の発明者が無いなだ

らかな上位発明者出願件数分布となっ

た。 
 突出した出願件数の発明者が存在し

た企業、大学の中から代表的な２社、２

大学について、共同発明ネットワーク図

を参照した。 

 
 
 図１は中兴通讯の共同発明ネット

ワークの要部を示す。○が個々の発明

図１．中兴通讯共同発明ネットワーク 
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者を示し、○の大きさが個々の発明者

の出願件数の大小を示している。○と

○を繋ぐ線が共同発明の存在を示し、

線の太さが共同発明の件数を示して

いる。また、○の色の濃さはその発明

者と繋がりのある他社の人数を示し、

薄くなるほど人数が多く 30 人以上で

白に設定している。 

中兴通讯では「戴博」氏が 163 件の

出願件数で突出しており、次いで、「鲁

照华」氏が 108 件、「梁春丽」氏が 102

件、「张峻峰」氏が90件となっている。

2010 年以降の２年程の出願件数とし

ては一人で100件程の出願は非常に多

いと言える。 

そして、「戴博」氏を中心とする共

同発明ネットワークでは「戴博」氏は

30 人以上（54 人）との共同発明を行

い、その周囲を「鲁照华」氏、「梁春

丽」氏、「张峻峰」氏が囲む組織構成

となっている。 

このような共同発明ネットワーク

の構成からは、出願件数上位の発明者

が現実に上記の件数を 30 人以上の多

数と共同発明により行っているのだ

と考えるよりは、「戴博」氏を最上位

者として、「鲁照华」氏、「梁春丽」氏、

「张峻峰」氏等が部下となる組織内で

発生した発明に関して、直接上位者の

「鲁照华」氏、「梁春丽」氏、「张峻峰」

氏等が連名記載されると共に、最上位

者の「戴博」氏も連名記載される状況

が現実だと考える方が、共同発明ネッ

トワークが示す状況に合致している

といえる。 

このような共同発明ネットワーク

では「戴博」氏を中心とした大きな組

織の開発動向を捉えるよりは、「戴博」

氏を除いた上位者を実質的なキーマ

ンと見做して、幾つかに分割した開発

組織として捉え、分割した開発組織で

の開発テーマの内容や変遷を追うこ

とで、実際の開発組織の開発動向を捉

えることができると考える。 

図２は鸿富锦精密の共同発明ネッ

トワークの要部を示す。 

鸿富锦精密工业では、「陈正士」氏

288 件、「陈 荣文 」氏 287 件、「蒋焕梧」

氏 286 件、「张新倍」氏 282 件で、5

位の「范守善」氏が 148 件と、上位 4 

 
 
名の出願件数の突出が目立つ。 

 そして、上位 4名を中心とする共同

発明ネットワークでは、上位の 4者が

共同発明者として必ず連名で記載さ

れ、その周囲にほぼこれらの上位者 4

名とのみ繋がる小件数の発明者が点

在する構成となっている。 

 このような共同発明ネットワーク

の構成からは、組織内で生まれた発明

の殆どが上位 4 名の連名で出願され、

それ以外はほぼ1名のみが連名を認め

られるような発明者記載の状況が考

えられる。 

上位4名についてWeb検索を行うと、

「张新倍」氏は上級副社長（资深副总）、

「陈 荣文 」氏はシニアアソシエイト

（资深协理）との肩書が見られた、他

の 2 名については明確な肩書情報は

Web 検索からは得られなかったが、上

記の共同発明ネットワークの構成か

ら考えて、同程度の肩書を有する人物

と考えられる。このような共同発明ネ

ットワーク構成では、実際の組織内部

のキーマンやキーマンを含む開発組

織の変化を捉えることは困難である。 

図２．鸿富锦精密の共同発明ネットワーク 
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図３は浙江大学の共同発明ネット

ワークの要部を示す。 

 浙江大学では、「岑可法」氏が 139

件で突出しており、2 位以降は 100 件

未満となっている。 

 そして「岑可法」氏を中心とする

ネットワークには上と下にそれぞれ

発明者グループ構成が見られる。そし 

 
 

て、これら二つの発明者グループの出

願の殆どが「岑可法」氏が連名で記載

される状態となっている。 

浙江大学の共同発明ネットワーク

は鸿富锦精密工业の共同発明ネット

ワークとは異なり、周囲の発明者グル

ープの構成が見える共同発明ネット

ワークとなっており、上部のグループ

の「倪明江」氏のような、「岑可法」

氏に次ぐサブリーダを実際の共同発

明の現場を主導するキーマンとして

実際の開発組織の開発動向を捉える

ことができると考える。 

図４に清华大学の共同発明ネットワ

ークの要部を示す。 

 清华大学では「戴琼海」氏が 179

件、「范守善」氏が 151 件で突出して

いるが、共同発明ネットワーク上では

「戴琼海」氏と「范守善」氏には直接

的な繋がりが無いため、「戴琼海」氏

を中心とした共同発明ネットワーク

構成を示す。 

浙江大学の場合と異なり、清华大学

の共同発明ネットワークは鸿富锦精 

 
 

密工业に近い共同発明ネットワーク

構成である。このような共同発明ネッ

トワーク構成では、実際の組織内部の

キーマンやキーマンを含む開発組織

の変化を捉えることは困難である。 

 
5. 考察 

本稿で検討した上位企業・大学の上

位トップ１０発明者については、顕著な

同姓同名の影響は見られなかった。 
一方、組織上の上位者の連名と考え

られる影響は中兴通讯、鸿富锦精密工

业、浙江大学、清华大学について見ら

れた。 
発明者に基づく動向分析においては、

キーマンの把握と、そのキーマンを含む

開発組織の構造やその組織内での開発

トピックの変化の把握が大切であるが、

上位者連名の影響が強い場合には、上

位の発明者が真の開発上のキーマンで

は無い可能性について考慮が必要であ

る。 
特に鸿富锦精密工业や清华大学のよ

うな共同発明ネットワーク構成が見られる

場合には、出願件数が多い上位者に隠

図３．浙江大学共同発明ネットワーク 

図４．清华大学共同発明ネットワーク 
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れてキーマンの把握が困難である。一方、

中兴通讯や浙江大学のような共同発明

ネットワーク構成では出願件数が突出し

た中心的発明者を除いた、周辺のサブリ

ーダ的な発明者を実質的な開発組織の

キーマンと見做すことで、実際の開発組

織での開発トピックの変化を捉えた動向

分析が可能になると考える。 

M&A や共同研究を検討する場合に

は、真のキーマンを獲得することや、真

のキーマンと共同研究することが大切で

あるため、表層に表れる上位発明者を単

純にキーマンと見做すことには注意が必

要である。また、米国特許訴訟において

は、特許出願に記載された発明者が真

の発明者では無い可能性を指摘して特

許権利行使不能の反論を行う材料として

上位者連名の疑いを活用することも考え

られる。 
本稿では中国出願での発明者名の概

況を確認するために 2010 年以降のデ

ータをダウンロードしたが、各企業や大

学の発明者動向を実際に分析する場合

には数年以上のデータを取得し、キーマ

ンやキーマンを含む組織の開発テーマ

の変遷を辿ることで、各企業や大学での

開発動向についての詳細情報を得る必

要がある。 
尚、中国人発明者名はデータベース

によっては英語表記に翻訳されたものも

あるが、英語に変換する際の表記割れ

や同音異表記により正確な発明者の区

別が難しいと考え、中国語発明者名で

の考察を行った。英語での中国人発明

者名表記でどの程度の影響が出るかは

今後の検討が必要である。」 
 

6. おわりに 
中国出願の中国語発明者名を用いた

発明者分析においては、鸿富锦精密工

业や清华大学のような共同発明ネットワ

ーク構成が現れる場合には、実質的な

キーマンや、キーマンを含む開発組織の

動向の分析は困難になる。その場合に

は発明者分析ではなく、他の分析手法

による動向分析を行う必要がある。 
特許のデータは発明者以外にも繋が

りを分析可能なデータが存在する（共同

出願、引用関係、特許分類、キーワード

の共起、文書類似度等）。共同発明の繋

がりでの分析が困難な場合の代替分析

手法としては、中国特許出願の要約・ク

レーム中のキーワードの共起の回数や

類似度の計算により中国特許出願の間

の繋がりの強さを計算し、Cytoscape で

繋がりを分析して、強い繋がりを有する

複数の中国特許出願が集まる密度が高

い部分から中国特許出願の対象となっ

ている主要技術を抽出するような分析手

法が考えられる。しかしながら、中国特

許出願の要約・クレームからのキーワー

ドの摘出や類似度計算を行う手法につ

いては、現状容易に行うことは出来ず、

今後の検討が必要である。 
本報告は、アジア特許情報研究会の

2013 年度ワーキングの一環として報告

するものであり、報告者の他に、本テー

マ以外のテーマを担当するメンバーから

も多くのアドバイスをいただきました。感

謝致します。 
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